
協議事項 八雲・忌部AIデマンドバス試験運行期間の変更について　

【協議内容】

　試験運行期間の変更
　　　　　　令和7年9月30日まで ⇒ 下記4点についての整理が完了するまで  
　　　　　　　1）1年を通じて安定的に運行できるサービスであること 
　　　　　　　2）他の交通機関との役割分担が適切に行われ、共存できるサービスであること
　　　　　　　3）地域住民にとって利便性が高いサービスであること（特に通勤・通学への支障なし） 
　　　　　　　4）将来にわたって持続可能な交通サービスであること 
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協議事項　八雲・忌部AIデマンドバス試験運行期間の変更について

【参考：現在の運行内容】

項目 内容

１ 運行事業者 有限会社いやタクシー

２ 運行の態様
区域運行（デマンド型交通）
一部定時定路線運行を併用（八雲地区）

３ 営業・運行の区域 松江市八雲・忌部全域、田和山地区　合計面積　50K㎡程度

４ 乗降拠点設置個所

別紙1-1のとおり
161ヵ所（対面含め293箇所）
エリア内路線定期運行の停留所の使用あり（一畑バス、市営バス、雲南市民バス、東出
雲・玉湯コミュニティバス、八雲コミュニティバス定時定路線運行）

５ 運行形態 予約のあった乗降拠点間を運行

６ 運行経路 予約に基づきシステムが自動生成した経路をもとに運行

７ 運行車両
10人乗り以上の車両3台、5人乗りの車両2台
利用者が一般タクシーと区別できるよう、車体にサービス名称を表示
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協議事項　八雲・忌部AIデマンドバス試験運行期間の変更について　

項目 内容

８ 試験運行

令和7年9月30日まで
下記4点についての整理が完了するまで  
　1）1年を通じて安定的に運行できるサービスであること 
　2）他の交通機関との役割分担が適切に行われ、共存できるサービスであること
　3）地域住民にとって利便性が高いサービスであること（特に通勤・通学への支障なし） 
　4）将来にわたって持続可能な交通サービスであること

９ 運行時間

運行時間帯：7：00～18：00　 

運　行　日：月曜日から金曜日
運休：土日祝日・お盆（8月13日～15日）、年末年始（12月30日～1月3日）
※運行時間帯を変更する場合は、事業者にて関係者と協議のうえ、必要な手続きを行うことが出来るものとし、結果につ
いて事務局より地域公共交通会議にて報告する

１０ 予約方法

方法
事前に会員登録の上、電話またはスマートフォンアプリで
予約（いずれも7日前から受付）

電話
月曜～金曜 9:00～17:00でコールセンター（松江市が別途
契約）が予約受付に対応する

スマートフォンアプリ 専用アプリにより24時間受付

１１ 運賃 松江市地域公共交通運賃協議会において協議 3

【参考：現在の運行内容】
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協議事項　八雲・忌部AIデマンドバス試験運行期間の変更について　

項目 内容

１ 定時定路線運行の併用理由
朝、夕に八雲小学校でのスクール利用があり、個別の予約は困難であることから定時
定路線を併用。
※忌部地区はAIデマンドのみ運行

２ 運行車両
マイクロバス2台
ハイエース2台
※定時定路線に関しては、移動円滑化基準適用除外を受けた車両

３ 運行形態 次ページ時刻表のとおり

４ 運行経路 別紙1-2参照

５ 運行便数

熊野線：1日3便
平原線：1日3便
秋吉線：1日3便
別所線：1日2便

６ 定時定路線運行日
運行日：月曜日から金曜日
運休：土日祝日・お盆（8月13日～15日）、年末年始（12月30日～1月3日）
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【参考：現在の運行内容（定時定路線運行の併用について）】
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協議事項 八雲・忌部AIデマンドバス試験運行期間の変更について　　
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【参考：現在の運行内容（定時定路線運行の併用について）】
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 八雲・忌部地区乗降拠点設置個所    別紙 1-1 

田和山エリア
八雲エリア

忌部エリア



（定時定路線運行）区域運行との併用個所
　　　　

別紙1-2


